
高岡市民病院 歯科口腔外科（市民病院総務課） 

勤 務 先 高岡市民病院 歯科口腔外科 

勤 務 地 高岡市宝町 4-1 高岡市民病院２階 

職 務 内 容 

・歯科診療補助、口腔衛生指導、周術期口腔機能管理  

・歯石除去等歯科医師の指示に基づく歯科衛生士業務全般  

・電話対応、器具滅菌、清掃作業、手術介助 

募 集 人 員 １名 

雇 用 予 定 期 間 令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

勤 務 時 間 ９時 00 分～16 時 00 分 

休 憩 時 間 12 時 00 分～13 時 00 分 

勤 務 日 数 
週５日（休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12 月 29 日

～１月３日） 

年 次 有 給 休 暇  10 日 

報 酬 等 
時間額 1,600 円  

・通勤手当相当額支給あり（2km 以上） ・期末・勤勉手当あり ・退職金なし 

加 入 保 険 等  ・雇用保険加入   ・共済組合（健康保険・厚生年金）加入 

そ の 他 
・必要な資格…歯科衛生士免許（専門学校卒業以上） 

・必要な経験…歯科衛生士業務の経験があること、パソコンの基本操作ができること 

面接についての問

合せ・申込み 

市民病院総務課（担当：高木） 

電話 0766-23-0204  

 


